
                              

                               

                               

                               

                               

 

協会けんぽ山形支部からのお知らせ 

令和８年度の保険料等が変わります 

健康保険料率 ９.７５％ → ９.７５％ 
※令和７年度から据え置きとなりました。 

介護保険料率 １.５９％ → １.６２％ 
※40～64歳までの方（介護保険第２号被保険者）は、健康保険料率に介護保険料率が加わります。 

▼問い合わせ／全国健康保険協会山形支部企画総務グループ 023（629）7226 

 

山形県労働者福祉協議会では、借金、法律、家庭、就労など、生活全般に関する悩み
や困りごとについて、相談を受付けます。 
▼電話相談日時／３月12日（木）～13日（金） 午前10時～午後５時 
▼問い合わせ／生活あんしんネットやまがた 0120（39）6029 

山形県委託事業 生活あんしんネットやまがた 

生活なんでも相談ダイヤル 
０１２０（３９）６０２９ 

※詳しくは下の 

ＱＲコードから 

町では、「舟形町男女共同参画推進計画」を策定し、町民一人ひとりが自分や周りの人を思いやり、  

認め合い、支え合う社会づくりに取組んでいます。男女共同参画社会の形成の推進にあたり、広く意見

をいただけるよう、次の内容で推進委員を募集します。 

▼任 期／委嘱日～令和10年３月31日 

▼〆 切／３月31日（火） 

▼申込み・問い合わせ／舟形町まちづくり課企画調整係 （32）0104 

舟形町男女共同参画社会推進委員を公募します 

 最上広域青少年指導センターでは、コミュニケーションが苦手で社会参加に不安を持つ若者やひきこも

り、就労していない若者などを対象にした相談活動を行なっています。何か悩みを抱えている、誰かに話

を聞いてほしいと考えている方や家族の方、気軽に相談ください。 

▼日 時／３月12日（木） 午前９時30分～11時30分 

▼場 所／舟形町中央公民館 

▼費 用／無料 

▼問い合わせ／最上広域青少年指導センター（新庄市教育委員会社会教育課内） （22）2111（内線464） 

若者社会参加支援 巡回相談 
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／
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内
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（
22
）
３
５
８
０ 

金山町町制施行100周年スピンオフ映像の完成を記念して、上映会を実施します。来場の方には、記念 

タンブラーをプレゼントします。ぜひお越しください。※予約不要 

▼日 時／３月８日（日）午前10時30分～11時45分、午後１時30分～２時45分 

▼場 所／金山町農村環境改善センター 

▼参加費／無料 

▼問い合わせ／金山町総務課広報・DX推進係 （29）5601 

※詳しくは右の
ＱＲコードから 

３月２日から、警察署窓口業務（生活安全および

交通）の受付時間が変更になります。 

▼受付時間／午前９時～正午、午後１時～４時30分 

※事件・事故の届け出、安全相談、落とし物の届け

出は24時間対応です。 

▼問い合わせ／ 

新庄警察署生活安全課・交通課 （22）0110 

新庄警察署の受付時間の変更 

新消防庁舎の完成に伴い、３月から新庁舎で業務を開始します。 

▼業務開始／３月12日（木） 

▼新 住 所／新庄市大字松本827番地 

▼庁舎概要／消防署（１階）、消防本部および高機能消防指令センター（２階） 

▼問い合わせ／最上広域市町村圏事務組合消防本部・消防署 （22）7521 

       最上広域市町村圏事務組合事務局 （22）2674 



                               

                               

                               

                               

                               

☎

№490 

道路横断に注意！ 
歩行者を見かけたら、その行動に注意するとともに、横断歩道以外の場所でも「止まっ

て、渡してあげる」思いやり運転をしましょう。 

 

＊ 歩行者は、道路を横断する時は手や旗などで明確に横断する意思表示をし、 

「いつでも・どこでも安全確認」を徹底しましょう。 

＊ 運転者は、横断歩道の手前では減速し横断歩行者に備え、横断者がいる時は一時停止

して歩行者を安全に横断させましょう。 

 

～交通災害共済見舞金請求～ 忘れていませんか？ 
交通災害共済は、交通事故に遭われ被害を受けた場合に見舞金を支給する互助制度です。

１人あたり400円で毎年６月に加入手続きを行なっており、共済期間は７月１日から翌年６月

30日までとなっています。 

見舞金の請求期限は交通事故が発生した日から１年以内です。見舞金の請求をしていない

方は、町住民税務課生活安全係で請求手続きを行なっていただくようお知らせいたします。

自動車に限らず、バイク、自転車での転倒事故も対象です。 



♡親子交流事業♡ 
１月 27 日、町 ALT のカナリー先生を講

師に「英語であそぼう」を開催しました。

先生の優しい雰囲気が伝わったのか、初対

面の子どもたちも先生の周りに集まり、自

然と輪ができます。ジェスチャーを一生懸

命真似ては、とびきりのスマイルをかわし

合っていました。英語を取り入れることは

初の試みでしたが、笑顔あふれる和やかな

雰囲気で、楽しく英語に触れられました。

Thank you カナリー先生 and See you！ 

 

 

 

 

 

♡記念の手形♡ 
 今年度の「絵本と遊ぼう赤ちゃん広場」

では、今日の思い出に実際の大きさをその

まま記録として手形・足形を好きな台紙に

スタンプし、プレゼントしています。 

今回は４組の親子が参加。ママのきれい

に取りたいという気持ちが届いたのか、子

どもたちは泣くこともなく、上手に手形・

足形が取れ、すてきな額が完成しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

こころとからだ！すくすく大きくな～れ 

にこにこ通信 
令和８年２月 発行 第２１４号 

舟形町子育て支援センターみらい 

（福祉避難所てとて内） 

   （３２）０５２８ 

♡ イヤイヤ期の声かけの方法 ♡ 

〈利用時間〉  
午前９時30分～11時30分 
午後１時 30 分～４時 30 分 【３月の予定】 閉 館 

日 月 火 水 木 金 土 

1 2 3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

施設開放 

8 

 

9 

 

 

10 11 

あそびの 

広場 

12 

 

13 

 

14 

施設開放 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

おはなし 

広場 

20 

春分の日 
21 

施設開放 

 

22 23 

 

24 

  

 

25 

 

26 

 

27 

 

 

28 

施設開放 

 

29 

 
 

30 

 

   

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
☆おはなし広場…19日は舟形町読み聞かせボランティア連絡協議会の方
による読み聞かせの予定です。今年度最後となりますので、ぜひ参加
ください。 

～ みらいの１ねん スライドショー ～ 

令和７年度の子育て支援センターでの

遊びや活動の思い出をスライドショーで

上映します。 

▼上映期間／３月 19 日～ 

※２週間ほどの予定です。 

 

何でもイヤの『イヤイヤ期』。イヤだという感情に共感したうえで、気持ちを切り替
える声かけを行いましょう。ポイントは、短く簡潔に伝えることです。 

この他にも、いろいろな声かけの仕方があります。子どもの成長の証と分かってい
ても、毎日向き合うことはパパやママにとって大変です。疲れたな、困ったなと感じ
た時には、センターへ気分転換に遊びに来てください。 

①「○○と△△どっちにする？」…選択肢を提示し、子どもが選ぶ。 
（例）「赤か青の洋服、どっちにする？」 
②「あと〇回だよ」…終わりを具体的に伝える。 
（例）「あと３回やったら家に帰ろうね」 
③「今は難しいね」…できない理由を簡潔に伝え、別の提案をする。 
（例）「今、これには触れないよ。代わりにこっちで遊ぼうか？」 


